
 

令和６年 12月 27日 

消 費 者 庁 
 

 
「「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計

に関する指針（ガイドライン）」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及

び品質管理（ＧＭＰ）に関する指針（ガイドライン）」について」の一部を 

改正する件（案）に関する意見募集の結果について 

 

 

消費者庁では、「「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検

及び製品設計に関する指針（ガイドライン）」及び「錠剤、カプセル剤等食品の

製造管理及び品質管理（ＧＭＰ）に関する指針（ガイドライン）」について」の

一部改正について、広く国民の皆様に御意見を募集いたしました。 

お寄せいただいた御意見とそれに対する回答については、適宜要約等の上、以

下のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。  

 

 

１．意見募集期間：令和６年 11月 22日（金）～同年 12月 23日（月） 

 
２．意見提出方法：インターネット（電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ） 
         意見提出フォーム）及び郵送 
 
３．意見総数：31件 

（１件の中に複数の内容が含まれており、それらを分割し集約す 

ると 18項目） 

 
４．御意見概要及び御意見に対する消費者庁の考え方：別紙のとおり 


